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わからない質問をされた場合には 

 

面談による相談を行なう場合には、メール相談のようにわからない問題

点について十分に調べることができません。 

あなたはわからない質問を相談者からされてしまったからといって、推測

でいいかげんな即答をしてしまい相談者の信用なくしてしまうことは避け

なければいけません。 

しかし、相談者の質問に答えないということも、相談者の満足度を落とす

原因になりますので、最善の対応が求められます。 

あなたは相談者からわからない質問をされてしまった場合でも、すぐに答

えずに、相談を乗り切る方法を知っておく必要があります。 

 

そこで以下に、私たちがよく利用する、わからない質問をされた場合の対

処方法をあなたにお教えいたします。 

以下にわからない質問をされた場合に切り返すためのフレーズを記載い

たしますので、参考にしてください。 
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魔法のフレーズ 

 

 

 「間違いがあるといけませんので、判例、法改正など

を調査してからおこたえいたします。」 

 

 「もう少し詳しい資料を拝見し、総合的に検討する必

要があります。」 

 

 「申請先窓口の担当官との十分な事前協議が必要で

す。」 

 

 「その問題に関しましては、類似の資料がありました

ので、探して後日郵送いたします。」 
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業務報酬の見積について 

 
相談者の気になることに、その後の書類作成などが必要になった場合の、

料金があります。 

面談で多くの相談者は、 

「いくらかかかりますか？」 

と具体的な料金について尋ねてきます。 

行政書士の業務は非常に広いので、今までに行ったことのない業務の場

合には、相談時にその場で見積金額が算出できない場合もあります。 

推測で大体の金額を言ってしまい、後日、着手金を請求をしたときに 

「話が違うじゃないか！」などと不満を言われたり、報酬の支払い拒否さ

れたりするトラブルがは避けたいものです。 

よって、報酬の呈示はできるだけ慎重に検討する必要があります。 
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どうしても教えてくれと言われたら 
 

相談者の中には、大体の料金でいいからどうしても教えて欲しいという方

もいます。 

 

そのような方の場合には、 

 

「当事務所では具体的な金額を算出した後に、正式な見

積書を後日郵送にてお送りいたしております。」 

 

と答えて対応します。 
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見積書を郵送するときの注意事項 

 
面談による相談をした後で、郵送で見積書をおくる場合にも、ポイントが

あります。以下に見積書を郵送する場合の注意事項を記載しておきま

す。 

 

１． 特に権利義務などの業務の場合で郵送物を送ってもらっては困ると

いう相談者の方もいますので、その場合にはメール等で対応する。 

 

２． 見積書と一緒に着手金の請求書も同封する。 

 

３． 金額が１０万円以下ぐらいならば見積書に振込先を記載し、全額の振

込があった時点で正式な業務の依頼として処理する旨を記載する。 

 

※見積書と請求書を特典のデータ集に入れてありますので、ご活用くだ

さい。 
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面談による相談の流れ 
 

面談による相談を行なうにあたっては、具体的な流れを知っておくことが

重要です。 

一般的な流れを知っておけば、次の展開が予想でき、次にどんなことを

を行い、何を言えばよいのかということが、瞬時に判断することができま

す。 
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相談の一般的な流れの例 
 

 

相談者 ：  ドアをノックする。 

あなた ： 「はい、どうぞ」とドアを開ける。 

相談者 ：  「こんにちは。」 

あなた ： 「こんにちは。」 

相談者 ：  部屋に入り、席まで来る 

あなた ： 「はじめまして、行政書士の○○です。」と言いながら名

刺を渡す。 

相談者 ：  「よろしくお願いします。」 

あなた ： 「お座りください。」と言い、座ってもらう。 
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あなた ： 「コピーする資料があれば、拝見させてください。」 

相談者 ：  「これをお願いします。」資料を受け取る。 

あなた ： 「こちらの申込書にご記入ください。こちらは当事務所の

方針が記載されておりますので、ご覧ください。」と言い

ながら申込書と当事務所の方針を渡す。 

「記入が終わったら声をかけてください。」と言う。 

※ 事務所の方針の記載例（「注意事項確認シー

ト.doc」）は特典として CD-ROM に入っています。 

相談者 ：  申込書に記入をする。 

あなた ： 申込書に記入をしてもらっている間にコピーとお茶を出

す。（１人で相談を受ける場合） 

相談者 ：  「記入が終わりました。」 



 

行政書士のためのはじめての面談による相談完全マニュアル 

 

 
2005 Copyright(C) 行政書士顧客獲得研究会 代表 伊藤仁成 All rights reserved 

 

info@ito-office.net 

 

99

 

あなた ： 「それでは詳しい内容をお聞かせください。」と言う。 

相談者 ：  事情の説明をする。 

あなた ： 相談者が話し終えるまで、じっくり話を聞いてあげる。 

相談者 ：  ○○についてはどうしたらよいのですか？ 

あなた ： 答えることができれば答える。 

答えることができなければ、先ほどお教えした魔法のフ

レーズで切り抜ける 

  

相談者 ：  「もし、○○が○○だったら、どうしたらよいのですか？」 

とたとえの話をしてきたら 

あなた ： 「○○との事ですが、ご自身では、そのような状況になり

と思われますか？」と聞き返す。 

相談者 ：  「そんな状況にはならないと思いますが・・・。」 

 


